
別記

第 1号様式 (第11条、第13条、第14条関係)

事 業 者 J F 出量 肖」 減 計 画 書 ( 新規 孝 更)

す

4″′

住所 く法人にあっては、またる事務所の所在地)

京都府舞偽市平 1000番 地

特定事業者の
主たる業種 木材本製品製造業

該当する事業
者要件

マ 京都府地球温暖化対策条例施行規則第10条第1号該当事業者 (大規模工
をルギー使用事業者 (原油に換

算して1,500キロリットル以上))

「 京都府地球温暖化対策条例施行規則第10条第2号又は第3号該当事業者 (大規模運送事業者 (トラック
又はパス100台以上/タ クシー150台以上/鉄 道車両150両以上)
京都府地球温暖化対策条例施行規貝」第 10条 第4号 該当事業者 (その他の温室効果ガスの大規模排出
事業者 (二酸化炭素に換算して3.000トン以上))

ド

計 画 期 間 平成  18 年  4 月 平成  20 年 3 月

基 本 方 針
エネルギー消費効率の改善により6%以 上のCOお け減を目指します。

推 進 体 制 工場長をリーダーとする対策本部の設置と実施計画の策定や取組み実績の管理を行う。
年度 ことの具
体的な取組及
び措置

18-19 工場製造部門 主要動力設備の省エネ化等により電気使用量を6%削 減する。

18-19 工場製造部門 生産ラインの統合等によリフォークツフトの台数を減らし軽油使用量を6%削 減する。

温室効果ガス
の排出畳等 排出区分

基 弾 年 度 (実績 )

(17)年 度
(二酸化炭素浜算 (t))

日様年度 (計画)
(19)年 度

(二醐 ヒ決秦換算 (t〕) 岬嗣∽A事 業所等排出区分 6,452 t 6,062 t - 60 %

B輸 送車両排出区分 t t %

cそ の他排出区分 t t
3/c

排出合計 1                 6,452 t Ⅲ2             6,062 ti - 60 %

その他の地球
温暖化対策に
よる温室効果
ガスの削減豊
等

対策等の区分
目標年度 計画

く二酸化炭素誤算 (t,

森林の保全及び整備 (整備面積) 〈吸収量) t

府内産の木材の利用 (利用量) コ a・ (削減量) t

自然エネルギーを利用 した電
力又は熱の供給

(売電a) kwh (百」滋定) t

〈熱供給a) C」 (高り滋畳) t

グ ツーン電力の購入 〈購入畳) kwh (削減量) t

削減量等合計 t

差引排出量

(排出合計―BU滋等合It)

基準年度 (実績) 目標年度 (計画) 削減率 (計画)
=1                6,452 t (HZj―(■3)           6,062 t - 6 0 %

特 記 事 項 通動時は//2論、自動車を使用する時はアイドツング ス トップの実施を指導徹底させています。

運  給  先 担  当   部   署

担 当 者 氏 名

住 所

電 話 番 号

フ ァ ク シ ミ ツ番 号

1該 当する□には、レ印を純入してください。特定事業者以外で自主参力,される事業者の方は、レ印の記入は不要です。
2「 基準年度Jと は計画期間の前年度を、 「目椋年度Jと は計画期閉の最終年度をいいます。
3 r事 業所等排出区分Jと は、京都市内の事業所等の事業活動のためのエネルギーの校用に伴い発生するこ宣効果〃スを f輸 送車両排出区分J

1412督 B告 景骨岳i3岳 ナ 戦 菌 恐 ;3母 暑魯暑13岳 岳をi蒻 線
効果メス排出削減への貢献、グ,―ン調達の採用、特定フtlンなどの条lFl指定外の温宮幼鼻ガスの削減などを記入してください。


